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  平成３１年３月２８日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第  号 

   京都市勧業館条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市勧業館条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表第２ １バスの項中「２，５００円」を「２，６１０円」に改め，同表その他の自

動車の項中「５００円」を「５２０円」に改め，同表２備考以外の部分中 

                             

 円 

１，５１２  
 円 

１，５４０  
 

 １，０８０    １，１００   

 ４３２   ４４０   

 １，９４４   １，９８０   

 ３，２４０   ３，３００   

 ２，３７６   ２，４２０   

 １，８９０   １，９２５   

 ２，１６０   ２，２００   

 ２７０   ２７５   

 ２，１６０   ２，２００   

 ９１８   ９３５   

 ４８６   ４９５   

 １，０８０   １，１００   

 １０８   １１０   

 ５４   ５５   

 １１，１２４   １１，３３０   

 ５，６１６   ５，７２０   

 ２８，４０４   ２８，９３０   

 ２１，２７６  を ２１，６７０  に改める。 

 １４，２５６   １４，５２０   

 ７，１２８   ７，２６０   

 ２９，８０８   ３０，３６０   

 １４，９０４   １５，１８０   

 ２，８０８   ２，８６０   

 １，５１２   １，５４０   

「 「 

７４



     
     
 １，２９６   １，３２０   

 ９，９３６   １０，１２０   

 ４，９６８   ５，０６０   

 ２５，４８８   ２５，９６０   

 １９，１１６   １９，４７０   

 １２，７４４   １２，９８０   

 ６，３７２   ６，４９０   

 ２６，７８４   ２７，２８０   

 １３，３９２   １３，６４０   

 ２，４８４   ２，５３０   

 １，４０４   １，４３０   

 １，１８８   １，２１０   

                       

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都市勧業館条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）

の規定による駐車場及び付属設備の利用に係る料金の徴収その他これを徴収するため

に必要な準備行為は，この規則の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の規則の規定は，この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し，

同日前の利用に係る料金については，なお従前の例による。 

（産業観光局産業企画室） 
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